
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



【審査】

【当該品目】 【競合品目】

７５件 ２７９名
０名

〔※特例適用数０名〕
０名

〔※特例適用数０名〕
０名

【安全対策】

【当該品目】 【競合品目】

１４件 ５４名
０名

〔※特例適用数０名〕
０名

〔※特例適用数０名〕
０名

【ＲＳ】

【当該品目】 【競合品目】

６件 ３８名
０名

〔※特例適用数 ０名〕
０名

〔※特例適用数 ０名〕

５名

※１名が該当し、５回の専門協議に参加したため延べ数を５名と計上

専門協議等の件数
専門委員数
（延べ数）

５００万円超の受取額がある者（延べ数）
（個別品目に係る専門協議等） ５００万円超の受取額がある者

（個別品目に係らない協議）
（延べ数）

※特例とは、同達の第１８条第１項に基づき、当該案件について、５００万円超の受取額があっても他に適切な専門委員が存在しない場合などは、専門協議等の依頼
を行うことができ、第１８条第２項及び第２２条に基づき報告するもの。

※同達の第２条第３号において、安全対策措置の立案における調査方法の科学的妥当性等の検討に関する専門協議等においては、本達を適用しないこととしている。
また、同達の第１６条において、承認基準又は審査ガイドラインの立案に関する専門協議及び先端科学技術への対応に係る立案に関する専門協議等については、５０
０万円超の受取額がある場合であっても、当該協議等の依頼を行うことができることとしている。

専門協議等の件数
専門委員数
（延べ数）

５００万円超の受取額がある者（延べ数）
（個別品目に係る専門協議等） ５００万円超の受取額がある者

（個別品目に係らない協議）
（延べ数）

【５００万円超の受取額がある者（個別品目に係らない協議）について】
当該案件は、「先端科学技術への対応に係る立案に関する専門協議」として実施したものであり、「医薬品医療機器総合機構における専門協議等の実施に関する達」の第１６条第３項に
基づき、薬事関係企業からの寄附金・契約金等の受取額が５００万円を超える年度がある場合でも、寄附金等の大まかな受取額を公表することをもって、専門委員への依頼を行うことがで
きるとされている。

令和7年10月～令和8年1月に公開の対象となった専門協議等における各専門委員等の寄附金・契約金等の受取状況

専門協議等の件数
専門委員数
（延べ数）

５００万円超の受取額がある者（延べ数）
（個別品目に係る専門協議等）

５００万円超の受取額がある者
（個別品目に係らない協議）
例：審査ガイドライン検討会

（延べ数）
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